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１ はじめに 

 

現在、国及び地方公共団体ともに厳しい財政状況にあり、公共投資が減少する中で企業間における

価格競争が激化し、著しい低価格による入札が急増しています。これにより、粗雑工事の発生、下請

業者や労働者へのしわ寄せ等による公共工事の品質の低下が懸念されています。 

このような社会状況を踏まえ、平成 17年 4月に公共工事の品質確保を目的とした｢公共工事の品質

確保の促進に関する法律｣（品確法）が施行されました。この品確法では、公共工事の品質は「経済性

に配慮しつつ価格以外の多様な要素をも考慮し、価格及び品質が総合的に優れた内容の契約がなされ

ることにより、確保されなければならない」とされており、この品確法の基本理念を実現する主要な

取組として、総合評価落札方式の適用が示されています。 

本市においても、平成 19年度から総合評価落札方式を試行し、その試行結果や入札監視等委員会で

の様々な意見等を踏まえ、評価項目や得点配分等の検証及び見直しを行い、平成 21年度から本格的に

総合評価落札方式を実施しています。 

本ガイドラインは、令和 7年度の堺市上下水道局における総合評価落札方式に関する基本的事項を

示すものです。なお、「(2) 落札者の決定方法」において、特別簡易型の場合は自己採点による審査

（いわゆる「自己採点方式」）を用いることとしていますが、本市の事務の都合等により、これと異

なる取扱いとする場合もあります。個別の案件に係る取扱いの詳細については、個別の入札説明書に

記載しますので、必ずその都度確認してください。 

（※堺市長発注分については、別に定めるガイドラインを御参照ください。） 

 

（１）総合評価落札方式とは 

 

総合評価落札方式とは、発注者が入札参加者に施工計画や施工能力等についての技術資料の提出

を求め、入札参加者の技術的能力を適切に評価し、その技術評価点と価格を総合的に評価して、落

札者を決定する方式です。 

この方式は、従来の価格のみによって落札者を決定する方式と異なり、価格以外の多様な要素を

考慮するという点で高い技術能力等を有する入札参加者が落札者となる可能性が高くなり、工事品

質の確保及び向上、企業間における技術力競争の促進、談合の防止等の効果が期待できます。 

 

（２）落札者の決定方法 

 

総合評価落札方式においては、入札参加者は特別簡易型の場合は「自己採点表」を提出し、簡易

型の場合は「技術資料及び簡易な施工計画」を提出することとし、あらかじめ設定した評価基準に

基づく点数（加算点）と標準点（１００点）の合計点（技術評価点）を入札金額で除した数値（評

価値）の最も高い入札参加者を落札候補者とします。（除算方式） 

ただし、入札金額が低入札価格調査制度における調査基準価格を下回る場合は、以下のとおり入

札金額が低いほど評価値も低くなります。 

 

 

  

 

   

【入札金額が調査基準価格以上の場合】 

技術評価点 ＝ 標準点（１００点）＋ 加算点 

評  価  値 ＝ 技術評価点 ／ 入札金額 ×１０，０００，０００，０００   
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※標準点は１００点とし、各工事に応じて簡易型では２８点、特別簡易型（Ⅰ型）では１８点、

特別簡易型（Ⅱ型）６点を加算点とします。 

 

特別簡易型の場合は、落札候補者に対して、自己採点表の根拠資料である施工能力等について

の技術資料の提出を求め、あらかじめ設定した評価基準に基づき評価し、審査を行います。 

自己採点が過大であった場合は、当該評価項目の評価点を正しい点数に修正したものを評価点

として扱います。自己採点が過少であった場合は、自己採点をそのまま評価点として扱います。 

審査の結果、落札候補者の自己採点の内容が正しい場合は、その落札候補者を落札者とします。 

また、自己採点の内容に誤りがあった場合で、当該誤りについて上述のとおりとした結果、順

位が変動しない場合についても、その落札候補者を落札者とします。 

一方、自己採点の内容に誤りがあった場合で、当該誤りについて上述のとおりとした結果、順

位が変動した場合は、その落札候補者を落札者とせず、次に評価値が高い入札参加者を落札候補

者として、審査を行います。 

なお、自己採点表等の技術資料に虚偽記載があった場合は、入札参加停止等の措置を講じる可

能性があります。 

 

 

（３）総合評価落札方式の適用対象工事 

 

本市において、総合評価落札方式の適用対象となる工事は、原則として低入札価格調査制度の対

象工事とします。 

これは、地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）が最低制限価格を設定する工事での総合評

価落札方式の適用を認めていないためです。また、総合評価落札方式が適切に機能するためには、

低入札価格調査によりダンピング受注を排除する必要があります。 

なお、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成 7 年政令第 372

号）の規定が適用される建設工事については、 総合評価落札方式の適用及び評価項目の設定は、本

ガイドラインによらず、発注案件ごとに定めるものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【入札金額が調査基準価格未満の場合】 

技術評価点 ＝ 標準点（１００点）＋加算点 

評 価 値 ＝ 技術評価点／｛調査基準価格＋（調査基準価格－入札価格）｝ 

×１０，０００，０００，０００  
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２ 総合評価落札方式のタイプ 

 

国の「地方公共団体向け総合評価実施マニュアル」では、工事の特性（規模や技術的な工夫の余地

など）に応じて、特別簡易型、簡易型、標準型、高度技術提案型の 4つのタイプが提示されています。 

本市においては、工事の内容等を考慮して、主に特別簡易型（Ⅰ型、Ⅱ型）と簡易型のいずれかを

実施します。 

 

（１）特別簡易型（Ⅰ型、Ⅱ型） 

 

特別簡易型は、技術的な工夫の余地が小さい一般的な工事を対象に、発注者が示す仕様に基づき、

適切で確実な施工を行う能力を求める場合に適用します。 

 

特別簡易型（Ⅰ型）では、簡易な施工計画の評価を要件とせず、「工事成績評定点、配置予定技

術者の能力、ＩＳＯ等の認証取得の有無、安全対策の取組及び地域貢献度・社会貢献度等」に基づ

いて評価される技術力と価格との総合評価を行います。 

 

  特別簡易型（Ⅱ型）では、技術評価項目を特別簡易型（Ⅰ型）よりも限定し、「工事成績評定

点、配置予定技術者の能力、安全対策の取組及び地域貢献度等」のみとします。これらの項目に基

づいて評価される技術力と価格との総合評価を行います。なお、特別簡易型（Ⅱ型）は、令和7年

度から令和11年度まで5年間を目処として実施します。 

 

（２）簡易型 

 

簡易型は、技術的な工夫の余地が小さい工事を対象に、発注者が示す仕様に基づき、適切で確実

な施工を行う能力を求める場合に適用します。 

簡易型では、簡易な施工計画、工事成績評定点、配置予定技術者の能力、ＩＳＯ等の認証取得の

有無、安全対策の取組及び地域貢献度・社会貢献度等に基づいて評価される技術力と価格との総合

評価を行います。 

 

 

（３）標準型 

 

標準型は、技術的な工夫の余地が大きい工事を対象に、発注者が示す標準的な仕様に対し、社会

的要請の高い特定の課題について施工上の工夫等の技術提案を求めることにより、民間企業の優れ

た技術力を活用し、公共工事の品質をより高めることを期待する場合に適用します。 

標準型では、発注者が標準案に基づき算定した工事価格を予定価格とし、その範囲内で提案され

る施工上の工夫等の技術提案と価格との総合評価を行います。 

 

 

（４）高度技術提案型 

 

高度技術提案型は、技術的な工夫の余地が大きい工事を対象に、社会的要請の高い特定の課題に



4 

ついて特殊な施工方法等を含む高度な技術提案を求めることにより、民間企業の優れた技術力を活

用し、公共工事の品質をより高めることを期待する場合に適用します。 

高度技術提案型では、より優れた技術提案とするために、発注者と入札参加者の技術対話を通じ

て技術提案の改善を行うとともに、技術提案に基づき予定価格を作成した上で、技術提案と価格と

の総合評価を行います。 

 

  



5 

３ 各タイプにおける評価項目 

総合評価落札方式の評価項目については、以下の表のとおり、各タイプによって基本的な項目を定

めています。 

評価分類 評価項目 

タイプ 

特別簡易型 
簡易型 

（参考）

標準型 Ⅰ型 Ⅱ型 

技術提案 工事ごとに３項目程度設定 × × × ● 

簡易な施工計画

（※1） 

工程管理に係わる技術的所見 × × ● × 

品質管理に係わる技術的所見 × × ● × 

施工上の課題に対する技術的所見 × × ● × 

安全管理に留意すべき事項 × × ● × 

施工上配慮すべき事項 × × ● × 

工程表 × × ● × 

企業の施工能力 

（※2） 

工事成績評定点 
（本市発注の同一業種に限る。） 

● ● ● ● 

優良建設工事施工者表彰 
（本市発注の同一業種に限る。） 

● × ● ● 

ＩＳＯ等の認証取得 
（本市契約先に限る。） 

● × ● ● 

安全対策の取組 
（建設業労働災害防止協会への加入） 

● ● ● ● 

配置予定技術者

の能力 

（※2） 

入
札
参
加
者
が

①
又
は
②
の
い

ず
れ
か
を
選
択 

①配置予定技術者の 
施工経験 

● ● ● ● ②配置予定技術者の 
工事成績評定点 

（本市発注の同一業種に限る。） 

地域貢献度・ 

社会貢献度等 

（※2） 

地理的条件 
（市内業者に限る。） 

● ● ● ● 

障害者の雇用 ● × ● ● 

防災協定に基づく活動 
（本市との防災協定の締結等） 

● × ● ● 

建設機械の保有 
（市内営業所での保有に限る。） 

● × ● ● 

刑務所出所者等の雇用等 ● × ● ● 

ワーク・ライフ・バランス等 

推進の取組 
● × ● ● 

若手技術者及び女性技術者の活用 ● × ● ● 

建設キャリアアップシステムの活用 ● × ● ● 

市内下請の活用 ● ● ● ● 

資材の市内調達 ● ● ● ● 

履行義務違反 
評価内容に係る 
履行義務違反 

● ● ● ● 

※1 工事の内容に応じて 6つの評価項目のうち 2項目以上設定 

※2 特別簡易型（Ⅰ型、Ⅱ型）は、「簡易な施工計画」以外の評価分類が自己採点の対象 
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４ 基本となる配点及び評価方法 

上下水道局における簡易型と特別簡易型の評価項目（簡易な施工計画、企業の施工能力等）の基本

となる配点及び評価方法については、以下の表のとおりです。 

ただし、これらの配点及び評価方法は、基本となるモデルを示すものであり、工事の業種及び性質

を総合的に考慮し、個々の工事の特性に応じた落札者決定基準を総合評価審査庁内委員会の審議及び

学識経験者の意見聴取を経て決定します。 

評価分類 評価項目 評価基準及び配点 加算点 

簡易な 

施工計画 

工程管理に係わる 

技術的所見 
工事の内容に応じて６つの評価項目のうち２項目以上を設定

し、適切に配点する。 

また、評価基準については、次の４段階で評価する。 

 

・現場条件を踏まえて考慮すべき事項が適切に記載されてい

る。                    （満点） 

・概ね適切に記載されている。      （満点の半分） 

・一般的な事項のみの記載となっている。     （０点） 

・不適切である。（未記載を含む。）       （欠格） 

※欠格の場合は、当該入札に参加することができません。 

１０点 

品質管理に係わる 

技術的所見 

施工上の課題に対する

技術的所見 

安全管理に留意すべき

事項 

施工上配慮すべき事項 

工程表 

企業の 

施工能力 

工事成績評定点 

過去５年間（令和２年１月１日から令和６年１２月３１日まで）

の本市（上下水道局を含む。以下同じ。）発注の同一業種におけ

る工事成績評定点の平均点 

※工事実績のない場合は０点とします。  

※その他工事は、許可業種が異なっていても同一業種として

取り扱います。 

※申請者が共同企業体である場合は、代表構成員、他の構成

員ごとに工事成績評定点の平均点を算出し、当該平均点に

基づく各者の加算点（工事実績のない場合は、加算点は０

点）を各々の出資比率で案分し、それら加算点を合計した

点を加算点とします。 

・７８点以上       （ ３点） 

・７５点以上７８点未満  （ ２点） 

・７２点以上７５点未満  （ １点） 

・６５点以上７２点未満  （ ０点） 

・６０点以上６５点未満  （－１点） 

・６０点未満       （－２点） 

３点 

１８ 
点 

優良建設工事 

施工者表彰 

過去２年間の本市発注の同一業種における優良建設工事施工者

表彰実績 

※評価対象期間は、表彰を受けた日の同月の公告案件から２

年間とする。 

※その他工事は、許可業種が異なっていても同一業種として

取り扱います。 
※共同企業体での表彰実績を評価申請する場合、加算点は出
資比率で案分します。 

※条件を満たす表彰実績１件につき、入札公告で定められた
期間ごとに１回、評価申請することができます。 
ただし、落札者とならなかった場合は、評価申請した案件
の翌々月以降に公告する案件に、再度評価申請することが
できます。 

※表彰を受けた日から技術資料提出締切日までに本市の入札

参加停止又は入札参加除外を受けている場合は、加算しま

せん。 

 

・表彰実績がある。  （１点） 
・表彰実績がない。  （０点） 
 
 

１点 
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ＩＳＯ等の認証取得 

本市契約先におけるＩＳＯ９０００シリーズ又はＩＳＯ１４０

０１若しくはエコアクション２１の認証取得 

・ＩＳＯ９０００シリーズ及びＩＳＯ１４００１等（ＩＳＯ１

４００１又はエコアクション２１）の両方を取得している。 

               （  １点） 

・いずれかを取得している。  （０．５点） 

・いずれも取得していない。  （  ０点） 

１点 

 

 安全対策の取組 

建設業労働災害防止協会への加入 

・加入している。   （０．５点） 

・加入していない。  （  ０点） 

０．５
点 

配置予定

技術者の

能力 

入
札
参
加
者
が
①
又
は
②
の
い
ず
れ
か
を
選
択 

①配置予定技術者

の施工経験 

過去１５年間（平成２２年度以降）の国、地方公共団体その他

公共機関等発注の同種工事における現場代理人（有資格）、主任

技術者又は監理技術者の施工経験 

ただし、契約金額が３,０００万円（建築一式工事の場合は４,

５００万円）以上の工事で着工から竣工まで全期間従事した実

績に限る。 

※甲型共同企業体として完成した工事の場合は、代表構成員

又は出資比率が２０％以上の他の構成員の現場代理人（有

資格）、主任技術者又は監理技術者としての施工経験に限

る。 

※現場代理人（有資格）とは、過去工事に従事した時点にお

いて監理技術者資格者証の交付を受けていた者をいう。 

・５回以上                   （３点） 

・３回以上５回未満               （２点） 

・１回以上３回未満               （１点） 

・いずれにも該当しない。            （０点） 

３点 

②配置予定技術者  

の工事成績評定点 

過去５年間（令和２年１月１日から令和６年１２月３１日まで）

の配置予定技術者が現場代理人（有資格）、主任技術者又は監理

技術者として従事した本市発注の同一業種における工事成績評

定点 

ただし、着工から竣工まで全期間従事した実績に限る。 

※その他工事は、許可業種が異なっていても同一業種として

取扱います。 

※甲型共同企業体として完成した工事の場合は、代表構成員

又は出資比率が２０％以上の他の構成員の現場代理人（有

資格）、主任技術者又は監理技術者としての施工経験に限

る。 

※現場代理人（有資格）とは、過去工事に従事した時点にお

いて監理技術者資格者証の交付を受けていた者をいう。 

・「７８点以上が１件かつ７５点以上が１件」    （３点） 

・「７８点以上が１件」又は「７５点以上が２件」  （２点） 

・「７５点以上が１件」              （１点） 

・いずれにも該当しない。            （０点） 

３点 

地域貢献

度・社会

貢献度等 

地理的条件 

（市内業者に限る。） 

本市入札参加有資格者としての登録期間 

・令和４年度以前から引き続き登録がある。  （０．５点） 

・令和５年度以降の登録である。       （  ０点） 

０．５
点 

障害者の雇用 

障害者の雇用状況 

・法定雇用障害者数以上の数を雇用している若しくは障害者の

雇用状況報告の義務はないが１人以上雇用している又は堺市

障害者雇用貢献企業である。                  （１点） 

・いずれにも該当しない。            （０点） 

1点 
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防災協定に基づく 

活動 

（１）入札参加者又は入札参加者の所属している社団法人等の

団体と本市との防災協定の締結 

・締結している。               （０．５点） 

・締結していない。              （  ０点） 

（２）（１）に掲げる防災協定に基づく防災活動の実施又は防災

訓練への参加 

・（１）に掲げる防災協定を締結した者が、次のいずれかに該当

する取組を行ったこと。            （０．５点） 

①過去３年間（令和４年度以降）における、本市との間で締

結した防災協定に基づく防災活動の実施            

②防災協定に基づく規程類を整備し、かつ、当該規程類の実

効性を確保するため本市が主催する防災訓練に参加したこ

と（過去３年間（令和４年度以降）における参加に限る。） 

・いずれにも該当しない。             （０点） 

１点 

建設機械の保有 

市内営業所（建設業法上の営業所に限らない。）における建設機

械の保有状況 

・１台以上保有している。   （１点） 

・保有していない。      （０点） 

１点 

刑務所出所者等の 

雇用等 

法務省大阪保護観察所に協力雇用主として登録し、本市在住の

「保護観察」又は「更生緊急保護」の対象者の雇用状況又は講

習会等の実施状況（過去２年間（令和５年度以降）における実

績に限る。） 

・対象者の雇用実績がある。          （  １点） 

・事業所見学会や職場体験講習の実施実績がある。 （０．５点） 

・いずれにも該当しない。           （  ０点） 

１点 

ワーク・ライフ・バラ

ンス等推進の取組 

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律、次世代育成

支援対策推進法又は青少年の雇用の促進等に関する法律に基づ

く認定の取得状況 

・次のいずれかの認定を取得している。      （１点） 

①えるぼし認定又はプラチナえるぼし認定 

②トライくるみん認定、くるみん認定又はプラチナくるみん 

認定 

③ユースエール認定 

・いずれにも該当しない。            （０点） 

１点 

若手技術者及び女性技

術者の活用 

若手技術者及び女性技術者の活用状況 

・配置予定技術者が、次のいずれかに該当している。 （１点） 

①年齢が４０歳以下である。 

②性別が女性である。                     

・いずれにも該当しない。             （０点） 

１点 

建設キャリアアップ 

システムの活用 

建設キャリアアップシステムにおける事業者登録の状況 

・登録している。       （１点） 

・登録していない。      （０点） 

１点 

市内下請の活用 

市内下請の活用状況 

・一次下請に占める市内業者（本市内に本店を有する者）数の割

合が６０％以上の場合又は市内業者が元請で下請を使用しな

い場合                   （１点） 

・いずれにも該当しない。           （０点） 

1点 
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資材の市内調達 

資材の市内調達状況 

・土木系：指定する資材を全て市内業者（本市内に本店、支店、

営業所、工場等を有する者）から調達する場合 

                       （１点） 

・建築系：指定する工種別科目に含まれる資材の購入契約業者

に占める市内業者（本市内に本店、支店、営業所、工

場等を有する者）数の割合が６０％以上の場合                                                                           

                       （１点） 

・該当しない。                  （０点） 

1点 

履行義務

違反 

評価内容に係る 

履行義務違反 

過去２年間の本市発注の総合評価落札方式適用工事における履

行義務違反 

・履行義務違反がない。  （ ０点） 

・履行義務違反がある。  （-２点） 

-2点 
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５ 実施スケジュール 

本市における総合評価落札方式（特別簡易型（Ⅰ型、Ⅱ型））の標準的な実施スケジュールは以下の

とおりです。 

 

総合評価落札方式の適用の決定 

落札者決定基準の決定※ 

入札公告、落札者決定基準等の公表 

技術資料（自己採点表のみ）の提出期限 

入札書・工事費内訳書の提出期限 

開札・評価値の決定※ 

落札者の決定、公表※ 

履行状況の確認※ 

 

 

 

 
※落札者決定基準を定める際には、総合評価
審査庁内委員会で審査します。また、地方
自治法施行令の規定に基づき、2 人以上の
学識経験者に意見を聴取します。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※技術評価点については、自己採点表の内容
を開札前に入札参加者に通知し、疑義申立
期間（土日祝を除く 1日）を経た後、開札
を行います。 

 

※開札後、入札金額と技術評価点により、評
価値が算出され、評価値での順位が確定し
ます。 

 

※落札候補者のみ提出を求めます。 

 資料の差替えや追加提出は認めません。 

 

 

※落札候補者から提出された技術資料につ
いては、入札公告時に公表している落札者
決定基準に基づいて、審査されます。 

 

※入札金額が、調査基準価格を下回った場合
は、低入札価格調査を行います。技術評価
点の審査と低入札価格調査は同時並行で
行います。 

 なお、開札以後の日数については、案件に
より前後します。 

 

※必要がある場合は、学識経験者の意見聴取
を行います。 

 

 

 

 

 

※技術資料の内容について、確実に履行され
ているかどうか、発注者、受注者間で、履
行状況を確認します。 

入札参加資格の通知 

入札参加申込書提出期限  13日 

  7日 

 10日 

  4日 

 20日 

 

 

技術資料（自己採点の根拠資料）の提出期限※ 

 

低入札価格調査※ 

  4日 

技術評価点の通知※ 

技術評価点の審査※ 

工事着手 

  3日 
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本市における総合評価落札方式（簡易型）の標準的な実施スケジュールは以下のとおりです。 

 

 

総合評価落札方式の適用の決定 

落札者決定基準の決定※ 

入札公告、落札者決定基準等の公表 

技術資料の提出期限 

技術評価点の審査※ 

技術評価点の通知※ 

入札書・工事費内訳書の提出期限 

開札・評価値の決定※ 

低入札価格調査※ 

落札者の決定、公表※ 

工事着手 

履行状況の確認※ 

 

 

 

 

※落札者決定基準を定める際には、総合評価
審査庁内委員会で審査します。また、地方
自治法施行令の規定に基づき、2 人以上の
学識経験者に意見を聴取します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※入札参加者から提出された技術資料につ
いては、入札公告時に公表している落札者
決定基準に基づいて、審査されます。 

 
※技術評価点については、開札前に入札参加
者に通知し、疑義申立期間（土日祝を除く
5日間）を経た後、開札を行います。 

 

※開札後、入札金額と技術評価点により、評
価値が算出され、評価値での順位が確定し
ます。 

 

 

 

※入札金額が、調査基準価格を下回った場合
は、低入札価格調査を行います。 

 なお、開札以後の日数については、案件に
より前後します。 

 

 

※必要がある場合は、学識経験者の意見聴取
を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

※技術資料の内容について、確実に履行され
ているかどうか、発注者、受注者間で、履
行状況を確認します。 

入札参加資格の通知 

入札参加申込書提出期限  13日 

  7日 

 16日 

  8日 

 20日 
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６ 具体的なケースにおける評価基準及び加算点の設定例 

 

（１）簡易型における審査・評価 

   簡易型を適用する工事においては、簡易な施工計画、工事成績評定点及び配置予定技術者の能

力等を評価することにより、本市が指示する仕様に基づいて、適切かつ確実に工事を遂行する能

力を有するかを確認します。また、本市との防災協定の有無等の地域貢献度・社会貢献度等を評

価することにより、本市域内で円滑に工事を施工する能力を有しているかを評価します。 

以下に簡易型における評価項目、評価基準及び加算点の設定例を示します。 

 

＜設定例（土木工事の場合）＞ 

評価分類 評価項目 具体的評価項目 評価基準 加算点 

簡易な 

施工計画 

施工上の課題に

対する技術的所

見 

開削工法における施工方法

の妥当性 

現場条件を踏まえて考慮すべき事項が適切

に記載されている。 
4.0 

概ね適切に記載されている。 2.0 

一般的な事項のみの記載となっている。 0.0 

不適切である。（未記載を含む。） 欠 格 

安全管理に留意

すべき事項 

施工中の安全管理の実施方

法の妥当性 

現場条件を踏まえて考慮すべき事項が適切

に記載されている。 
3.0 

概ね適切に記載されている。 1.5 

一般的な事項のみの記載となっている。 0.0 

不適切である。（未記載を含む。） 欠 格 

品質管理に係わ

る技術的所見 

品質確保に係わる確認方法

に配慮すべき事項の妥当性 

現場条件を踏まえて考慮すべき事項が適切

に記載されている。 
3.0 

概ね適切に記載されている。 1.5 

一般的な事項のみの記載となっている。 0.0 

不適切である。（未記載を含む。） 欠 格 

企業の 

施工能力 

工事成績評定点 

過去５年間（令和２年１月

１日から令和６年１２月３

１日まで）の本市（上下水

道局を含む。以下同じ。）発

注工事の同一業種（土木工

事）における工事成績評定

点の平均点 

※工事実績のない場合は０点と

します。 

７８点以上 3.0 

７５点以上７８点未満 2.0 

７２点以上７５点未満 1.0 

６５点以上７２点未満 0 

６０点以上６５点未満 -1.0 

６０点未満 -2.0 

優良建設工事施

工者表彰 

過去２年間（表彰を受けた

日の同月の公告案件から２

年間）の本市発注の同一業

種（土木工事）における優

良建設工事施工者表彰実績 

表彰実績がある。 1.0 

表彰実績がない。 0.0 
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ＩＳＯ等の認証

取得 

本市契約先におけるＩＳＯ

９０００シリーズ又はＩＳ

Ｏ１４００１若しくはエコ

アクション２１の認証取得 

ＩＳＯ９０００シリーズ及びＩＳＯ１４０

０１等（ＩＳＯ１４００１又はエコアクショ

ン２１）の両方を取得している。 

1.0 

いずれかを取得している。 0.5 

いずれも取得していない。 0.0 

 安全対策の取組 
建設業労働災害防止協会へ

の加入 

加入している。 0.5 

加入していない。 0.0 

配置予定

技術者の

能力 

入
札
参
加
者
が
①
又
は
②
の
い
ず
れ
か
を
選
択 

①配置予

定技術者

の施工経

験 

過去１５年間（平成２２年

度以降）の現場代理人（有

資格）、主任技術者又は監

理技術者の同種工事（土木

一式工事）における施工経

験 

（ただし、契約金額が３,０

００万円以上の工事で着工

から竣工まで全期間従事し

た実績に限る。） 

５回以上 3.0 

３回以上５回未満 2.0 

１回以上３回未満 1.0 

いずれにも該当しない。 0.0 

②配置予

定技術者

の工事成

績評定点 

過去５年間（令和２年１月

１日から令和６年１２月３

１日まで）の配置予定技術

者が現場代理人（有資

格）、主任技術者又は監理

技術者として従事した本市

発注の同一業種（土木工

事）における工事成績評定

点 

（ただし、着工から竣工ま

で全期間従事した実績に限

る。） 

「７８点以上が 1件かつ７５点以上が１件」 3.0 

「７８点以上が 1件」又は「７５点以上が２

件」 
2.0 

「７５点以上が１件」 1.0 

いずれにも該当しない。 0.0 

地域貢献

度・社会

貢献度等 

地理的条件（市

内業者に限る。） 

本市入札参加有資格者とし

ての登録期間 

令和４年度以前から引き続き登録がある。 0.5 

令和５年度以降の登録である。 0.0 
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障害者の雇用 障害者の雇用状況 

障害者の雇用状況報告の義務がある事業所 

1.0 

→法定雇用障害者数以上の数を雇用して

いる又は堺市障害者雇用貢献企業であ

る。 

障害者の雇用状況報告の義務がない事業所 

→障害者を１人以上雇用している又は堺

市障害者雇用貢献企業である。 

いずれにも該当しない。 0.0 

防災協定に基づ

く活動 

（１）本市との防災協定の 

締結 

締結している。 0.5 

締結していない。 0.0 

（２）過去３年間（令和４

年度以降）の（１）に掲

げる防災協定に基づく防

災活動の実施又は防災訓

練への参加 

（１）に掲げる防災協定を締結した者が、次

のいずれかに該当する取組を行った場合           

①過去３年間（令和４年度以降）におけ

る、本市との間で締結した防災協定に

基づく防災活動の実施           

②防災協定に基づく規程類を整備し、か

つ当該規程類の実効性を確保するため

本市が主催する防災訓練に参加したこ

と（過去３年間（令和４年度以降）にお

ける参加に限る。）。 

0.5 

いずれにも該当しない。 0.0 

建設機械の保有 

市内営業所（建設業法上の

営業所に限らない。）にお

ける建設機械の保有状況 

１台以上保有している。 1.0 

保有していない。 0.0 

刑務所出所者等

の雇用等 

法務省大阪保護観察所に協

力雇用主として登録し、本

市在住の「保護観察」又は

「更生緊急保護」の対象者

の雇用状況又は講習会等の

実施状況（過去２年間（令

和５年度以降）における実

績に限る。） 

対象者の雇用実績がある。 1.0 

事業所見学会や職場体験講習の実施実績が

ある。 
0.5 

いずれにも該当しない。 0.0 

ワーク・ライ

フ・バランス等

推進の取組 

女性の職業生活における活

躍の推進に関する法律、次

世代育成支援対策推進法又

は青少年の雇用の促進等に

関する法律に基づく認定の

取得状況 

えるぼし認定、プラチナえるぼし認定、トラ

イくるみん認定、くるみん認定、プラチナく

るみん認定又はユースエール認定のいずれ

かを取得している。 

1.0 

いずれにも該当しない。 0.0 

若手技術者及び

女性技術者の活

用 

若手技術者及び女性技術者

の活用状況 

配置予定技術者が、次のいずれかに該当して

いる。 

①年齢が４０歳以下である。 

②性別が女性である。 

1.0 

いずれにも該当しない。 0.0 
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建設キャリアア

ップシステムの

活用 

建設キャリアアップシステ

ムにおける事業者登録の状

況 

登録している。 1.0 

登録していない。 0.0 

市内下請の活用 市内下請の活用状況 

一次下請に占める市内業者（本市内に本店を

有する者）数の割合が６０％以上の場合又は

市内業者が元請で下請を使用しない場合 

1.0 

いずれにも該当しない。 0.0 

資材の市内調達 資材の市内調達状況 

指定する資材を全て市内業者（本市内に本

店、支店、営業所、工場等を有する者）から

調達する場合 

1.0 

該当しない。         0.0 

履行義務

違反 

評価内容に係る

履行義務違反 

過去２年間の本市発注の総

合評価落札方式適用工事に

おける履行義務違反 

履行義務違反がない。 0.0 

履行義務違反がある。 -2.0 
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（２）特別簡易型（Ⅰ型）における審査・評価 

特別簡易型（Ⅰ型）を適用する工事においては、簡易型と異なり、簡易な施工計画を評価項目と

せず、工事成績評定点及び配置予定技術者の能力等を評価することにより、本市が指示する仕様に

基づいて、適切かつ確実に工事を遂行する能力を有するかを確認します。 

また、本市との防災協定の有無等の地域貢献度・社会貢献度等を評価することにより、本市域内

で円滑に工事を施工する能力を有しているかを評価します。 

以下に特別簡易型（Ⅰ型）における評価項目、評価基準及び加算点の設定例を示します。 

   

＜設定例（建築工事の場合）＞ 

評価分類 評価項目 具体的評価項目 評価基準 加算点 

企業の 

施工能力 

工事成績評定点 

過去５年間（令和２年１月

１日から令和６年１２月３

１日まで）の本市（上下水

道局を含む。以下同じ。）

発注工事の同一業種（建築

工事）における工事成績評

定点の平均点 

※工事実績のない場合は０点と

します。 

７８点以上 3.0 

７５点以上７８点未満 2.0 

７２点以上７５点未満 1.0 

６５点以上７２点未満 0 

６０点以上６５点未満 -1.0 

６０点未満 -2.0 

優良建設工事施

工者表彰 

過去２年間（表彰を受けた

日の同月の公告案件から２

年間）の本市発注の同一業

種（建築工事）における優

良建設工事施工者表彰実績 

表彰実績がある。 1.0 

表彰実績がない。 0.0 

ＩＳＯ等の認証

取得 

本市契約先におけるＩＳＯ

９０００シリーズ又はＩＳ

Ｏ１４００１若しくはエコ

アクション２１の認証取得 

ＩＳＯ９０００シリーズ及びＩＳＯ１４０

０１等（ＩＳＯ１４００１又はエコアクショ

ン２１）の両方を取得している。 

1.0 

いずれかを取得している。 0.5 

いずれも取得していない。 0.0 

安全対策の取組 
建設業労働災害防止協会へ

の加入 

加入している。 0.5 

加入していない。 0.0 



17 

配置予定

技術者の

能力 

入
札
参
加
者
が
①
又
は
②
の
い
ず
れ
か
を
選
択 

①配置

予定技

術者の

施工経

験 

過去１５年間（平成２２年

度以降）の現場代理人（有

資格）、主任技術者又は監

理技術者の同種工事（建築

一式工事）における施工経

験 

（ただし、契約金額が３,０

００万円以上の工事で着工

から竣工まで全期間従事し

た実績に限る。） 

５回以上 3.0 

３回以上５回未満 2.0 

１回以上３回未満 1.0 

いずれにも該当しない。 0.0 

②配置

予定技

術者の

工事成

績評定

点 

過去５年間（令和２年１月

１日から令和６年１２月３

１日まで）の配置予定技術

者が現場代理人（有資

格）、主任技術者又は監理

技術者として従事した本市

発注の同一業種（建築工

事）における工事成績評定

点 

（ただし、着工から竣工ま

で全期間従事した実績に限

る。） 

「７８点以上が 1 件かつ７５点以上が１件」 3.0 

「７８点以上が 1 件」又は「７５点以上が２

件」 
2.0 

「７５点以上が１件」 1.0 

いずれにも該当しない。 0.0 

地域貢献

度・社会

貢献度等 

地理的条件（市

内業者に限る。） 

本市入札参加有資格者とし

ての登録期間 

令和４年度以前から引き続き登録がある。 0.5 

令和５年度以降の登録である。 0.0 

障害者の雇用 障害者の雇用状況 

障害者の雇用状況報告の義務がある事業所 

1.0 

→法定雇用障害者数以上の数を雇用して

いる又は堺市障害者雇用貢献企業であ

る。 

障害者の雇用状況報告の義務がない事業所 

→障害者を１人以上雇用している又は堺

市障害者雇用貢献企業である。 

いずれにも該当しない。 0.0 
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防災協定に基づ

く活動 

（１）本市との防災協定の 

締結 

締結している。 0.5 

締結していない。 0.0 

（２）過去３年間（令和４

年度以降）の（１）に掲

げる防災協定に基づく防

災活動の実施又は防災訓

練への参加 

（１）に掲げる防災協定を締結した者が、次

のいずれかに該当する取組を行った場合           

①過去３年間（令和４年度以降）におけ

る、本市との間で締結した防災協定に

基づく防災活動の実施           

②防災協定に基づく規程類を整備し、か

つ、当該規程類の実効性を確保するた

め本市が主催する防災訓練に参加した

こと（過去３年間（令和４年度以降）に

おける参加に限る。）。 

0.5 

いずれにも該当しない。 0.0 

建設機械の保有 

市内営業所（建設業法上の

営業所に限らない。）にお

ける建設機械の保有状況 

１台以上保有している。 1.0 

保有していない。 0.0 

刑務所出所者等

の雇用等 

法務省大阪保護観察所に協

力雇用主として登録し、本

市在住の「保護観察」又は

「更生緊急保護」の対象者

の雇用状況又は講習会等の

実施状況（過去２年間（令

和５年度以降）における実

績に限る。） 

対象者の雇用実績がある。 1.0 

事業所見学会や職場体験講習の実施実績が

ある。 
0.5 

いずれにも該当しない。 0.0 

ワーク・ライ

フ・バランス等

推進の取組 

女性の職業生活における活

躍の推進に関する法律、次

世代育成支援対策推進法又

は青少年の雇用の促進等に

関する法律に基づく認定の

取得状況 

えるぼし認定、プラチナえるぼし認定、トラ

イくるみん認定、くるみん認定、プラチナく

るみん認定又はユースエール認定のいずれ

かを取得している。 

1.0 

いずれにも該当しない。 0.0 

若手技術者及び

女性技術者の活

用 

若手技術者及び女性技術者

の活用状況 

配置予定技術者が、次のいずれかに該当して

いる。 

①年齢が４０歳以下である。 

②性別が女性である。 

1.0 

いずれにも該当しない。 0.0 
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建設キャリアア

ップシステムの

活用 

建設キャリアアップシステ

ムにおける事業者登録の状

況 

登録している。 1.0 

登録していない。 0.0 

市内下請の活用 市内下請の活用状況 

一次下請に占める市内業者（本市内に本店を

有する者）数の割合が６０％以上の場合又は

市内業者が元請で下請を使用しない場合 

1.0 

いずれにも該当しない。 0.0 

資材の市内調達 資材の市内調達状況 

指定する工種別科目に含まれる資材の購入

契約業者数に占める市内業者（本市内に本

店、支店、営業所、工場等を有する者）数の

割合が６０％以上の場合 

1.0 

該当しない。         0.0 

履行義務

違反 

評価内容に係る

履行義務違反 

過去２年間の本市発注の総

合評価落札方式適用工事に

おける履行義務違反 

履行義務違反がない。 0.0 

履行義務違反がある。 -2.0 
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（３）特別簡易型（Ⅱ型）における審査・評価 

特別簡易型（Ⅱ型）では、技術評価項目を特別簡易型（Ⅰ型）よりも限定し、「工事成績評定点、

配置予定技術者の能力、安全対策の取組及び地域貢献度等」のみとします。これらの項目に基づい

て評価される技術力と価格との総合評価を行います。 

以下に特別簡易型（Ⅱ型）における評価項目、評価基準及び加算点の設定例を示します。 

＜設定例（電気工事）＞ 

評価分類 評価項目 具体的評価項目 評価基準 加算点 

企業の 

施工能力 

工事成績評定点 

過去５年間（令和２年１月１日

から令和６年１２月３１日ま

で）の本市（本市上下水道局を

含む。以下同じ。）発注工事の

同一業種（電気工事）における

工事成績評定点の平均点 

※工事実績のない場合は０点としま

す。 

６５点以上 1.0 

６５点未満 0.0 

入
札
参
加
者
が
①
又
は
②
の
い
ず
れ
か
を
選
択 

①配置

予定技

術者の

施工経

験 

過去１５年間（平成２２年度以

降）の現場代理人（有資格）、

主任技術者又は監理技術者の同

種工事（電気工事）における施

工経験 

（ただし、契約金額が３,０００

万円以上の工事で着工から竣工

まで全期間従事した実績に限

る。） 

1 回以上 1.0 

該当なし 0.0 

②配置

予定技

術者の

工事成

績評定

点 

過去５年間（令和２年１月１日

から令和６年１２月３１日ま

で）の配置予定技術者が現場代

理人（有資格）、主任技術者又

は監理技術者として従事した本

市発注の同一業種（電気工事）

における工事成績評定点 

（ただし、着工から竣工まで全

期間従事した実績に限る。） 

６５点以上が１件以上 1.0 

該当なし 0.0 

安全対策の取組 
建設業労働災害防止協会への 

加入 

加入している。 1.0 

加入していない。 0.0 

地域貢献

度・社会

貢献度等 

地理的条件（市

内業者に限る。） 

本市入札参加有資格者としての

登録期間 

令和４年度以前から引き続き登録があ

る。 
1.0 

令和５年度以降の登録である。 0.0 



21 

市内下請の活用 市内下請の活用状況 

一次下請に占める市内業者（本市内に本

店を有する者）数の割合が６０％以上の

場合又は市内業者が元請で下請を使用

しない場合 

1.0 

いずれにも該当しない。 0.0 

資材の市内調達 資材の市内調達状況 

指定する工種別科目に含まれる資材の

購入契約業者数に占める市内業者（本市

内に本店、支店、営業所、工場等を有す

る者）数の割合が６０％以上の場合 

1.0 

該当しない。         0.0 

履行義務

違反 

評価内容に係る

履行義務違反 

過去２年間の本市発注の総合評

価落札方式適用工事における履

行義務違反 

履行義務違反がない。 0.0 

履行義務違反がある。 -2.0 

 

７ 情報公開 

（１）入札前 

技術評価の評価基準等について、あらかじめ入札公告等において明らかにします。 

ア 総合評価落札方式の適用の旨 

イ 落札者の決定方法 

ウ 総合評価の方法 

・評価値の算定方法 

・技術評価点の配点 

・評価項目及び評価基準 

エ 技術資料の提出 

・提出書類 

・提出期限 

オ 技術資料に係る失格要件 

カ 技術資料に関するヒアリング 

キ 開札予定日時及び場所 

ク 総合評価の結果の公表    

ケ 評価内容の担保 

コ 評価結果に対する説明 

 

（２）落札者決定後 

落札者を決定した場合は、堺市入札情報公開システムにおいて、以下の事項を速やかに公表しま

す。 

ア 落札者名 

イ 落札者の技術評価点（特別簡易型の場合は、自己採点の内容に基づく。） 

ウ 落札者の入札金額 

エ 落札者の評価値（特別簡易型の場合は、自己採点の内容に基づく。） 
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８ その他の基本的事項 

（１）中立かつ公正な審査・評価の確保 

 

ア 総合評価審査庁内委員会の審査 

 

総合評価落札方式の実施に当たり、発注者の恣意性を排除し、中立かつ公正な審査・評価を行うた

め、堺市上下水道局建設工事に係る総合評価審査庁内委員会（以下「委員会」といいます。）を設置し、

対象工事ごとに審査を行います。  

なお、委員会の下に、必要に応じて作業部会を設置します。 

 

 

イ 学識経験者の意見聴取 

 

地方自治法施行令第 167条の 10の 2第 4項及び第 5項並びに地方自治法施行規則（昭和 22年内

務省令第 29 号）第 12条の 4により、以下の手続を行う際には、2人以上の学識経験者からの意見

を聴取します。 

 

・落札者決定基準を定めようとするとき ※ 

 ※「簡易型」については、個別案件の公告を行うまでに意見を聴取します。 

※「特別簡易型」については、原則、年度当初に定型的に設定した評価項目、配点、評価方法につい

て意見を聴取し、個別案件については、意見聴取を行った評価項目等を適用するものとします。 

・落札者を決定しようとするとき ※ 

※落札者決定基準を定めようとするときの意見聴取において、落札者を決定しようとするときにも

改めて意見聴取を行う必要があるとの意見が学識経験者から述べられた場合 

 

本市では、中立・公正な立場から判断することができる者として、行政職員（国土交通省近畿地

方整備局の職員）及び大学教授等を対象に、委員会において学識経験者を選任し、個々の工事ごと

に、その選任された者のうち、2人以上から意見を聴取します。 

 

（２）説明要求等の対応 

 

技術評価点に係る説明要求等については、評価結果の通知の日の翌日から起算して、土曜日、日

曜日、祝日及び年末年始を除く 1日以内（簡易型の場合は 5日以内）に、原則として書面により工

事担当課において受け付け、適切な説明を行います。 
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（３）評価内容の担保 

 

受注者は、加算点が付与された評価内容について責任を持って確実に履行しなければなりません。 

履行状況については、施工中及び施工完了時に受発注者間で確認します。 

なお、次のアからエまでの評価項目について、契約締結後、入札時の評価内容が履行されない又

は評価内容に変更が生じた場合は、原則として工事成績評定点から減ずることとします。 

また、当該不履行が受注者の責による場合には、履行義務違反の認定日（原則として工事検査確

認日）から以後２年間に発注される総合評価落札方式の対象となる案件において、技術評価点から

減点を行います。 

さらに、評価された内容に対する履行状況が、悪質と認められる場合は、入札参加停止等の措置

を講じます。 

 

ア 簡易な施工計画（簡易型のみ）に係る評価項目 

技術資料の簡易な施工計画に記載し、加算点が付与された評価内容を履行しなかった場合 

イ 配置予定技術者に係る評価項目（「配置予定技術者の施工経験」、「配置予定技術者の工事成績

評定点」及び「若手技術者及び女性技術者の活用」） 

配置予定技術者の変更により、加算点が付与された評価内容に変更が生じた場合 

ウ 「障害者の雇用」及び「建設機械の保有」 

技術資料の記載に反する事実が判明し、加算点が付与された評価内容に変更が生じた場合 

エ 「市内下請の活用」及び「資材の市内調達」 

下請及び資材に係る契約状況の変更により、加算点が付与された評価内容に変更が生じた場 

   合 

なお、契約状況は、施工完了時に下請負人通知書、施工体制台帳、契約書等で確認します。

 



 

 

【参考】 

地方自治法施行令＜抜粋＞ 

（総合評価落札方式） 

第百六十七条の十の二 普通地方公共団体の長は、一般競争入札により当該普通地方公共団体の支出

の原因となる契約を締結しようとする場合において、当該契約がその性質又は目的から地方自治法

第二百三十四条第三項本文又は前条の規定により難いものであるときは、これらの規定にかかわら

ず、予定価格の制限の範囲内の価格をもつて申込みをした者のうち、価格その他の条件が当該普通

地方公共団体にとつて最も有利なものをもつて申込みをした者を落札者とすることができる。 

（低入札価格調査制度による総合評価落札方式） 

２ 普通地方公共団体の長は、前項の規定により工事又は製造その他についての請負の契約を締結し

ようとする場合において、落札者となるべき者の当該申込みに係る価格によつてはその者により当

該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結する

ことが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあつて著しく不適当であると認めるときは、同

項の規定にかかわらず、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもつて申込みを

した他の者のうち、価格その他の条件が当該普通地方公共団体にとつて最も有利なものをもつて申

込みをした者を落札者とすることができる。 

（落札者決定基準） 

３ 普通地方公共団体の長は、前二項の規定により落札者を決定する一般競争入札（以下「総合評価

一般競争入札」という。）を行おうとするときは、あらかじめ、当該総合評価一般競争入札に係る

申込みのうち価格その他の条件が当該普通地方公共団体にとつて最も有利なものを決定するため

の基準（以下「落札者決定基準」という。）を定めなければならない。 

（落札者決定基準を定めようとするときに行う学識経験者への意見聴取） 

４ 普通地方公共団体の長は、落札者決定基準を定めようとするときは、総務省令で定めるところに

より、あらかじめ、学識経験を有する者（次項において「学識経験者」という。）の意見を聴かな

ければならない。 

（落札者を決定しようとするときに行う学識経験者への意見聴取） 

５ 普通地方公共団体の長は、前項の規定による意見の聴取において、併せて、当該落札者決定基準

に基づいて落札者を決定しようとするときに改めて意見を聴く必要があるかどうかについて意見

を聴くものとし、改めて意見を聴く必要があるとの意見が述べられた場合には、当該落札者を決定

しようとするときに、あらかじめ、学識経験者の意見を聴かなければならない。 

（総合評価一般競争入札における公告） 

６ 普通地方公共団体の長は、総合評価一般競争入札を行おうとする場合において、当該契約につい

て第百六十七条の六第一項の規定により公告するときは、同項の規定により公告をしなければなら

ない事項及び同条第二項の規定により明らかにしておかなければならない事項のほか、総合評価一

般競争入札の方法による旨及び当該総合評価一般競争入札に係る落札者決定基準についても、公告

をしなければならない。 

 

地方自治法施行規則＜抜粋＞ 

（意見聴取に必要となる学識経験者数） 

第十二条の四 普通地方公共団体の長は、地方自治法施行令第百六十七条の十の二第四項及び第五項

（これらの規定を同令第百六十七条の十三において準用する場合を含む。）の規定により学識経験

を有する者の意見を聴くときは、二人以上の学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。 

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%93%f1%96%40%98%5a%8e%b5&REF_NAME=%92%6e%95%fb%8e%a9%8e%a1%96%40%91%e6%93%f1%95%53%8e%4f%8f%5c%8e%6c%8f%f0%91%e6%8e%4f%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000023400000000003000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000023400000000003000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000023400000000003000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%93%f1%96%40%98%5a%8e%b5&REF_NAME=%92%6e%95%fb%8e%a9%8e%a1%96%40%91%e6%93%f1%95%53%8e%4f%8f%5c%8e%6c%8f%f0%91%e6%8e%4f%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000023400000000003000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000023400000000003000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000023400000000003000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%93%f1%90%ad%88%ea%98%5a&REF_NAME=%92%6e%95%fb%8e%a9%8e%a1%96%40%8e%7b%8d%73%97%df%91%e6%95%53%98%5a%8f%5c%8e%b5%8f%f0%82%cc%8f%5c%82%cc%93%f1%91%e6%8e%6c%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000016701000200004000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000016701000200004000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000016701000200004000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%93%f1%90%ad%88%ea%98%5a&REF_NAME=%91%e6%8c%dc%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000016701000200005000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000016701000200005000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000016701000200005000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%93%f1%90%ad%88%ea%98%5a&REF_NAME=%91%e6%8c%dc%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000016701000200005000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000016701000200005000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000016701000200005000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%93%f1%90%ad%88%ea%98%5a&REF_NAME=%93%af%97%df%91%e6%95%53%98%5a%8f%5c%8e%b5%8f%f0%82%cc%8f%5c%8e%4f&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000016701300000000000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000016701300000000000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000016701300000000000000000000000000

